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第１章 理念・目的（基本情報一覧） 
 
基本資料 

文書 URL・印刷物の名称 

規程集 https://old.do-bunkyodai.ac.jp/inside/official_regulations/ 

寄附行為又は定

款 

https://old.do-bunkyodai.ac.jp/inside/official_regulations/wp-

content/uploads/2025/04/R070401%20%E5%AF%84%E9%99%84%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%A7%81%E5%AD%A6%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%EF%BC%89.pdf 

学則、大学院学則 https://www.do-bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/regulation-49_12.pdf 

https://www.do-bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/regulation-50_05.pdf 

履修要項・シラバ

ス 

https://www.do-bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/handbook_graduate-2025-4.pdf 

https://www.do-

bunkyodai.ac.jp/campus_life/campus_life/syllabus/2025_graduate_syllabus 

備考： 

 

大学の理念・目的[*] 

規程・各種資料名称（条項） URL・印刷物の名称 

北海道文教大学大学院学生便覧 https://www.do-

bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/handbook_graduate-2025-

4.pdf 

 

学部・研究科等における教育研究上の目的[*] 

学部・研究科等の名称 規程・各種資料名称（条項） URL・印刷物の名称 

健康栄養科学研究科 北海道文教大学大学院学生

便覧 

https://www.do-

bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/handbook_graduate-

2025-4.pdf 

北海道文教大学大学院 北海道文教大学大学院学則

第 1 条 

https://www.do-

bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/regulation-

50_05.pdf 

備考： 

※関係法令：大学設置基準第２条、専門職大学設置基準第２条、大学院設置基準第１条の２、学校教育法施行規則第 172

条の２第１項 

 

中・長期計画等 

名称 URL・印刷物の名称 

中期計画 2025 https://www.do-

bunkyodai.ac.jp/university/pdf/plan2025.pdf 

備考： 

※関係法令：国立大学法人設置法第 31条、地方独立行政法人法第 26 条、私立学校法第 45 条の２第２項 
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第１章 理念・目的 （本文）       
１．現状分析 

評価項目①  

大学の理念・目的を適切に設定していること。また、それを踏まえ、学部及び研究科の目的
を適切に設定し、公表していること。 

＜評価の視点＞ 

・大学が掲げる理念を踏まえ、教育研究活動等の諸活動を方向付ける大学の目的及び学部・
研究科における教育研究上の目的を明らかにしているか。 

・理念・目的を教職員及び学生に周知するとともに、社会に公表しているか。 

＜健康栄養科学研究科の理念、人材養成、教育研究上の目的＞ 

(教育理念) 

健康栄養科学専攻は、鶴岡学園が築いた実学重視の伝統を受け継ぎ、「豊かな人間性」、

「健全な社会性」、「高い専門性」を有する人材の育成の教育理念を再確認するとともに、

新時代における実学の創成、伝承の拠点として発展するための目的を以下のように定めて

いる。 

1．鶴岡学園は、長い間、北海道の栄養士養成と食文化教育の一翼を担い、その目的は

食生活改善および栄養指導を行うための実践的学問の追求にあります。本専攻にお

ける教育研究の目標は真摯な研究を通して実学の追求にあることを再確認し、学部

教育を基礎として、人に深く関わる健康栄養に関して今日的課題の正確な理解、観

察力、分析・評価能力、表現能力を持った豊かな人間性を持った健康・栄養のスペ

シャリストとしての専門性を高めます。 

2．本学の学則の「豊かな人間性を涵養するため幅広い知識を授けるとともに、理論と

実践にわたり深く学術の教育と研究を行い、国際社会の一員として、世界の平和と

人類の進歩に貢献し得る人材の育成を目的とする」にありますように、本専攻は時

代が求める幅広い知識と専門性はもとより、国際標準の業務手順にも対応できるよ

うなより深化した栄養士や管理栄養士教育の確立に努めます。 

3．道央圏における地域社会との連携のために、地域における医療・福祉施設、健康関

連団体、教育機関が主催する健康づくり事業、インターンシップなど産学共同事業

等を積極的に推進するとともに、地域の住民に生活習慣病などの予防に関する意識

を啓発し、日常的に健康増進を積極的に支援し、地域社会との連携を深め、地域の

発展に貢献します。 

 

（人材養成の目的） 

健康栄養科学研究科は、学部学科の教育課程を基礎とし、これに加えてより高い専門性を

持った職業人の養成を目的としており、以下に示すような専門的かつ基礎的素養を涵養す

るため２つの分野で構成されている。 

1.健康栄養教育学分野では、健康の基盤となる食生活の構築、食品の機能性、運動特性と

栄養摂取、地域の特性を踏まえた健康づくりの方策などを理解し、生活習慣病および介

護予防と生活の質を向上させる指導方法を学ぶことにより、健康栄養教育方法論に基

づく実践力、優れた観察力、豊かな人間性を有する指導的な人材を養成する。 

2. 食品安全学分野では、分野食物アレルギー、食中毒等の食品衛生、食の安全確保に必

要な仕組みに関して幅広い知識と専門性を有し、科学的評価・管理において有効な実践
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法の開発が志向できる能力を養うことにより、食品の安全・・安心についての高度な専門

知識が必要とされる現場で活躍できる実践的な人材を養成する。 

  

（教育研究上の目標） 

教育理念と人材育成の目的に基づき、健康栄養科学研究科の教育目標は、「幼児期のプラ

イマリーヘルスケアから、児童生徒、青年期並びに疾病予防と健康増進、介護予防を課題と

する壮年期、高齢期に対する健康栄養について、科学的な根拠に基づき対処ができる高度な

知識や技術を有する人材を養成する」と明示している（資料：大学院学則 第３条第３項）。 

これにもとづいて、健康栄養科学専攻の教育目標は、「健康栄養及び食品安全において食

と栄養を幼児から高齢者まで、個人あるいは集団の人間生活全体としてとらえ、運動、体力、

栄養管理・指導方法、食の安全及び食品衛生指導方法を総合的に研究し、より広い視野から

の科学的な教育研究活動の展開を通じて高い専門性を有し、健康栄養関連分野でのリーダ

ーとして貢献できる実践的な即戦力を有する高度専門職業人を養成する。」と明示している

（資料：大学院学則 第５条第３項）。 

 

＜理念・目的の周知＞ 

（教職員及び学生への周知）  

 健康栄養科学研究科の教育理念は、鶴岡学園が築いた実学重視の伝統を受け継ぎ、「豊か

な人間性」、「健全な社会性」、「高い専門性」を有する人材の育成の教育理念を再確認す

るとともに、新時代における実学の創成、伝承の拠点として発展」させることにある。この

ような目的・理念については学生へのガイダンスにおいて繰り返し周知を行っている。また、

教員に対しても FD研修などで本研究科の目指すところについて確認を実施している。 

 

（社会への周知） 

健康栄養科学研究科の教育理念と人材育成の目的は、地域的・時代的要求に応えたもので

あり、「栄養」と「身体活動」を基本とした「健康運動指導」・「健康栄養教育」が実践でき

る指導者や、食事提供、食品・医療関連分野において食物アレルギー等の食品の品質や安全

に関わる分野に精通した人材を養成できる研究科といえる。こうした研究科の内容と特徴

については、Webサイトなどを通じて、受験生や社会に対する周知を行っている。 

 

評価項目② 

大学として中・長期の計画その他の諸施策を策定していること。 

＜評価の視点＞ 

・中・長期の計画その他の諸施策は、大学内外の状況を分析するとともに、組織、財政等の
資源の裏付けを伴うなど、理念・目的の達成に向けて、具体的かつ実現可能な内容である
か。 

・中・長期の計画その他の諸施策の進捗及び達成状況を定期的に検証しているか。 

＜理念・目的の達成に向けた取り組み＞ 

学校法人鶴岡学園の中期計画 2.0（２０２５年度～２０２９年度）にしたがい、健康栄養

科学研究科においてもその理念・目的の達成に向けた取り組みを行っている。具体的には、

学生確保、教育の充実、PDCA サイクルによる検証、国家試験合格率の改善、教員の研究力
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の向上などに取り組んでいる。特に、学生確保は喫緊の課題であり、学部ガイダンスによる

大学院の説明や Web サイトを通じた教員の研究内容の説明などを行っている。内部進学生

の確保のための個別の相談も実施しており、在学生からの問い合わせも多い。また、教員の

研究力強化のための研修や、修士論文研究の充実のための学会・論文発表の補助など実現可

能なところから積極的に取り組んでいる。 

 

＜定期的な検証＞ 

研究科会議などを通じて計画の進捗や達成状況について常時検証している。 

 

２．分析を踏まえた長所と問題点 

「長所」 

 健康栄養科学研究科（専攻）の特徴として、食品の「栄養」だけでなく、その「調理

法」や「運動・社会活動・疾病」との関係まで掘り下げた教育・研究活動を実践している

点が挙げられる。これにより、食に関係する様々な分野で活躍できる人材を育成できる点

が長所といえる。また、常に地域的・時代的要求を念頭に置き、実学に根差した創造的な

研究成果を広く社会に還元していることも長所として挙げられる。さらに、食の分野で活

躍している社会人の受け入れも積極的に行っており、再教育を通じて高度な知識と経験を

有する人材も輩出している。 

 

「問題点」 

社会・国際情勢の目まぐるしい変化に対応するため、“食”に関わる分野においても常に

時代を先取りした教育や研究の実践が求められている。そのためには関連する情報を正確

に読み取り、組織などの躊躇のない変革が重要であるが、こうした観点からの柔軟性に若干

欠けている点が問題である。また、関連する健康栄養学科との連携と卒論学生の大学院への

進学による研究の一貫性についても改善すべき点がある。 

 

３．改善・発展方策と全体のまとめ 

 世界的な人口増大や環境問題が顕在化するなか、改めて“食”の重要性がクローズアップ

されている。環境に負荷をかけない食料生産、無駄のない食原料の利用、超高齢化社会に適

した食事、健康寿命延伸のための食習慣と運動など、様々な社会的要求を解決するために必

要な人材が求められているなか、健康栄養科学研究科（専攻）の存在意義はますます重要と

なると想定される。これまでの教育・研究内容のさらなる充実に加え、新たな観点からの変

革についても今後検討していく必要がある。 
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第４章 教育・学習（基本情報一覧） 
 

学位授与方針・教育課程の編成実施方針・学生の受け入れ方針[*] 

学部・研究科等名称 URL 

健康栄養科学研究科 https://www.do-bunkyodai.ac.jp/department/graduate/diet 

健康栄養科学研究科 https://www.do-bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/regulation-03_04.pdf 

健康栄養科学研究科 https://www.do-bunkyodai.ac.jp/outline/policy/graduate_diet 

健康栄養科学研究科 https://www.do-

bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/syllabus/2026/graduate/202604_2_diet.pdf 

健康栄養科学研究科 https://www.do-bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/handbook_graduate-2025-4.pdf 

健康栄養科学研究科 https://www.do-bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/c-map/graduate/2024/2024_c-

map_2_diet.pdf 

備考： 

※関係法令：学校教育法施行規則第 172 条の２第１項 

 

卒業・修了要件の設定及び明示 

学部・研究科等名称（研

究科は学位課程別） 

卒業・修了要件単

位数 

既修得等

（注）の

認定上限

単位数 

URL・印刷物の名称 

健康栄養科学研究科 30 単位  https://www.do-

bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/handbook_graduate-

2025-4.pdf 

備考： 

※関係法令：大学設置基準第 28条、第 29 条、第 30 条及び第 32条、第 42 条の 12、 

専門職大学設置基準第 24条、第 25 条、第 26 条、第 29 条及び第 30条、 

大学院設置基準第 16 条及び第 17条、 

専門職大学院設置基準第 14 条、第 15条、第 21条、第 22条、第 23 条、第 27 条、第 28 条及び第 29条  

注：[学士] 大学設置基準第 28条から第 30 条までの規定に基づく措置（それらを合せた上限値） 

[専門職大学]専門職大学設置基準第 24条から 26条までの規定に基づく措置（それらを合せた上限値） 

[修士・博士]大学院設置基準第 15 条によって準用する大学設置基準第 28 条及び第 30 条の規定にもとづく措置 

（それらを合せた上限値） 

[専門職] 専門職大学院設置基準第 13条の２、第 14条、第 21 条、第 21条の２、第 22条、第 27 条、第 27条の２

及び第 28 条の規定に基づく措置（それらを合せた上限値）    

    

学位授与方針に示した学習成果の測定方法[*] 

学部・研究科等名称 学習成果の測定方法 根拠資料 

健康栄養科学研究科 アセスメントテスト、授業評価アンケー
トなど 

授業評価アンケート 

備考： 

 

学部・研究科等における点検・評価活動の状況 

学部・研究科

等名称 

実施年度・実施体制 点検・評価報告書等 

健康栄養科
学研究科 

2024 年度・大学評価・ＩＲ推進部 自己点検・評価 
専門部会 

健康栄養科学研究科 2024（令和 6）年度自己点
検・評価報告書 

備考： 
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第４章 教育・学習（本文）      
１．現状分析 

評価項目① 

達成すべき学習成果を明確にし、教育・学習の基本的なあり方を示していること。 

＜評価の視点＞ 

・学位授与方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学習成果を明らかにして
いるか。また、教育課程の編成・実施方針において、学習成果を達成するために必要な教
育課程及び教育・学習の方法を明確にしているか。 

・上記の学習成果は授与する学位にふさわしいか。 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 

健康栄養科学研究科では、以下の通り学位授与方針をディプロマ・ポリシーとして定め、こ

れを大学ホームページに掲載することによって、広く社会に公表している。 

 

健康栄養科学研究科ディプロマ・ポリシー 

 健康栄養科学研究科は、履修規定によって必要単位を取得し、必要な修業年限を満たし

たうえで、次の能力を身につけていると認められた学生に「修士（健康栄養科学）」の学

位を授与する。 

・ 健康栄養教育に必要な健康政策や医療制度の知識、地域住民の心身の健康度評価法、

および社会調査法などの専門性の能力を身につけている。（知識・技能） 

・ 食の安全確保に必要な仕組み、原因物質検査法、科学的評価・リスク管理を実践する

ための知識、食品衛生の国際標準などの専門性の能力を身につけている。（知識・技能） 

・ 食の安全に関する高度な専門知識と研究技術を習得し、高度な社会システムや産業構

造に対応できる能力を身につけている。（知識・技能） 

・ 健康の基本である食品の安心・安全に対する社会の関心を的確に把握することができ

る。（思考・判断・表現） 

・ 食の安全に関する知識を駆使して、学校給食などの食事提供事業所、食品関連事業所

などにおいて、児童・生徒の食物アレルギー有病率、各種の食中毒などの要因につい

て考察ができる。（思考・判断・表現） 

・ 指導対象者それぞれの身体状況やライフスタイル、さらに健康知識の理解度に適応し

た指導方法を判断し、分かり易く説明できる。（思考・判断・表現） 

・ 研究を遂行し、研究結果を論文にまとめて発表できる能力を身につけている。（思考・

判断・表現） 

・ 北海道の地域住民が抱える生活習慣病、加齢に伴う健康不安などの問題に関心をもつ

ことができる。（関心・意欲・態度） 

・ 健康教育の高度専門職業人として、医療・福祉施設、保健行政機関、教育機関等にお

いて地域の特性を踏まえた施策を提起する使命感をもっている。（関心・意欲・態度） 

 学位授与の基準は学位規程第４条 (修士の授与要件)に定められ、修業年限、研究科の卒

業に必要な単位数は、大学院学則に明示されている（資料：大学院学則 第７条、第 13条 

別表１）。また、修得すべき学習成果に関して、「2025 年度大学院学生便覧・健康栄養科学

研究科」に履修指導スケジュール、シラバス、履修モデル、時間割、学位論文審査体制、公

表の方法などの修了要件を示している。 

 学位授与の判定は、研究科委員会で判定を行い決定することとなっている。平成 28年度
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末に学位規程に従い、最初の修士学位が授与された。平成 29年 11月に「修士論文の審査体

制と認定・評価基準に関する申し合わせ」を制定し、大学院生に説明会を開催した。この申

し合わせは「2025 大学院学生便覧・健康栄養科学研究科」に記載されており、毎年 4 月の

大学院オリエンテーション時に改めて説明・周知されている。 

 その他教職員・学生に対しては教育目標等を記載した大学院募集要項を配布し、周知を図

っている（資料：健康栄養科学研究科 募集要項 2025年度用）。 

 大学院学生便覧では、「修士論文作成に関する取扱細則」、「修士学位論文作成要領」、「修

士修了までのスケジュール」を明示し、前期・後期のオリエンテーションにおいて詳細に説

明している。また、「修士論文の審査体制と認定・評価基準に関する申し合わせ」を掲載し、

学期始めのオリエンテーションにおいて大学院生に周知している（資料：2025 大学院学生

便覧・健康栄養科学研究科）。 

 

評価項目② 

学習成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系
的に編成していること。 

＜評価の視点＞ 

・学習成果の達成につながるよう、教育課程の編成・実施方針に沿って授業科目を開設し、
教育課程を体系的に編成しているか。 

※ 具体的な例 

・授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講。 

・各授業科目の位置づけ（主要授業科目の類別等）と到達目標の明確化。 

・学習の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当及び学びの過程の可視化。 

・学生の学習時間の考慮とそれを踏まえた授業期間及び単位の設定。 

＜カリキュラム・ポリシー＞ 

 健康栄養科学研究科では、以下のようなカリキュラム・ポリシーを定め、公表している（資

料：大学ホームページ）。 

 

健康栄養科学研究科カリキュラム・ポリシー 

 健康栄養科学研究科は健康栄養科学専攻では、教育上の理念と目的に基づいて「健康栄

養教育学分野」及び「食品安全学分野」の 2分野を設けます。本専攻研究科では、高度で

専門的な健康栄養科学の知識･技術の修得、および、研究を行うための教育課程を編成し

ます。 

①教育内容 

（知識・技能） 

1) 研究科共通で健康栄養科学の多様性（栄養学、健康体力科学、食品衛生学、生化学・

分子生物学など）に触れる目的で、「健康栄養科学特論」、「公衆衛生学」を配置する。 

2)「健康栄養教育学分野」では、健康増進、QOLの向上のため、食と栄養を乳幼児から高

齢者までの人間生活全体としてとらえ、身体活動・運動、健康体力とメンタルヘルス、栄

養管理・指導方法の健康栄養教育学の総合的な指導・研究に係わる科目を配置し、知識・

技術を養う。 

3)「食品安全学分野」では、食品成分や食物アレルギーなどの特徴やその機能性を把握

し、それらに対する人体の応答・代謝を研究し、食の安全性評価法、食品分析技術、食品
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衛生指導法などの総合的な指導・研究に係わる科目を配置し、知識・技術を養う 

（思考・判断・表現） 

自らの研究成果を発表する能力を培うために「プレゼンテーション技術演習」、「学術論文

作成法」の科目を配置する。 

（関心・意欲・態度） 

「健康栄養教育学分野」「食品安全学分野」の科目群において、知識・技術とあわせて関

心・意欲・態度を醸成する内容をとりいれる。 

②教育方法 

・講義・演習科目は少人数のゼミ方式が主であり、院生の主体的な参加型授業となってい

る。 

・修士論文指導は少人数指導または個人指導により行う。 

③教育評価 

・講義・演習科目はレポートをはじめディスカッションペーパーや試験、および授業時間

における発表や討論などの内容について評価する。 

・修士論文は複数の論文指導教員と学位論文審査教員による審査を通じて評価する。 

 

（教育課程の体系、教育内容） 

 カリキュラムポリシーに記載のある通り、健康栄養科学研究科では、「健康栄養教育学分

野」と「食品安全学分野」の二つの分野に分けられている。いずれの分野でも、少人数のゼ

ミ方式によって講義・演習科目が実施され、修士論文指導は少人数指導または個人指導で行

われる。学生の評価はレポート、ディスカッションペーパー、試験、発表・討論などを通じ

て行われ、修士論文は複数の指導教員と審査教員による審査を経て評価される。各分野での

教育内容の概要は、以下の通りである。 

・健康栄養教育学分野 

 この分野では、人間のライフステージ全体にわたる健康と栄養を促進するための教育を

提供する。身体活動と運動、メンタルヘルス、健康管理方法などの概念を総合的に学び、個々

の生活状況に合わせた適切な栄養指導法や健康増進手法を習得する。ここでは、食と栄養の

重要性を理解し、その知識と技術を活かして幅広い人々に対して効果的な教育指導を行う。 

 

・食品安全学分野 

 この分野では、食品成分の特性やその機能性に焦点を当てる。食品の安全性評価法や衛生

管理技術などの科学的手法を通じて、食品の品質と安全性を理解する。食品に含まれる成分

やアレルギーについての知識を深め、人体の応答や代謝について研究し、安全な食品生産と

提供に関わる総合的なアプローチを身につける。 

 

（教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等） 

 科目は両分野共通の「専攻共通科目」、「専門基礎科目」と分野別の「専門科目」、「特別研

究」が設定され、専門分野の高度化に対応した教育内容を提供している。 

 専攻共通科目として、健康栄養科学の多様性に触れるため、「健康栄養科学特論」と「公

衆衛生学」を講義として配置している。また、自らの研究成果を発表する能力を培うために
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「プレゼンテーション技術演習」、「学術論文作成法」の科目を配置している。 

 専門基礎科目は、健康栄養教育学分野と食品安全学分野に共通した学問領域に関する授

業として、「健康体力科学特論」、「食行動科学特論」、「健康スポーツ栄養学特論」、「食品機

能学特論」、「生化学特論」、「バイオテクノロジー特論」の講義科目を選択授業として配置し、

大学院生個々人の必要とする領域の科目を履修出来るようになっている。 

 専門科目は、それぞれの分野に特化した科目を、講義と演習、もしくは講義と実験の組み

合わせで配置し実践的な授業展開が可能となっている。健康栄養教育学分野では、「健康教

育学特論」と「健康教育学特論演習」、および「栄養教育学特論」と「栄養教育学特論演習」

が配置され、食品安全学分野では、「食物アレルギー学特論」と「食物アレルギー学特論実

験」、「食品衛生学特論」と「食品衛生学特論実験」が配置されている。 

 また、「特別研究」の中の「健康栄養科学特別総合実験・演習」の科目において修士論文

の研究を完成させ、専門分野の高度化に対応した教育内容を提供している。 

（資料：北海道文教大学大学院学則 別表 1） 

 

＜教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性＞ 

健康栄養科学研究科のカリキュラム・ポリシーは以下の表のように学位授与方針（ディプ

ロマ・ポリシー）に対応しており整合している。 

教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー) 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

（知識・技能） 

1) 研究科共通で健康栄養科学の多様性（栄養学、健

康体力科学、食品衛生学、生化学・分子生物学など）

に触れる目的で、「健康栄養科学特論」、「公衆衛生

学」を配置する。 

健康栄養教育に必要な健康政策や医療制度の知識、地

域住民の心身の健康度評価法、および社会調査法など

の専門性の能力を身につけている。（知識・技能） 

（知識・技能） 

2) 「健康栄養教育学分野」では、健康増進、QOL の

向上のため、食と栄養を乳幼児から高齢者までの人間

生活全体としてとらえ、身体活動・運動、健康体力と

メンタルヘルス、栄養管理・指導方法の健康栄養教育

学の総合的な指導・研究に係わる科目を配置し、知

識・技術を養う。 

健康栄養教育に必要な健康政策や医療制度の知識、地

域住民の心身の健康度評価法、および社会調査法など

の専門性の能力を身につけている。（知識・技能） 

指導対象者それぞれの身体状況やライフスタイル、さ

らに健康知識の理解度に適応した指導方法を判断し、

分かり易く説明できる。（思考・判断・表現） 

 

（知識・技能） 

3) 「食品安全学分野」では、食品成分や食物アレル

ギーなどの特徴やその機能性を把握し、それらに対す

る人体の応答・代謝を研究し、食の安全性評価法、食

品分析技術、食品衛生指導法などの総合的な指導・研

究に係わる科目を配置し、知識・技術を養う。 

食の安全確保に必要な仕組み、原因物質検査法、科学

的評価・リスク管理を実践するための知識、食品衛生

の国際標準などの専門性の能力を身につけている。

（知識・技能） 

食の安全に関する高度な専門知識と研究技術を習得

し、高度な社会システムや産業構造に対応できる能力

を身につけている。（知識・技能） 

食の安全に関する知識を駆使して、学校給食などの食

事提供事業所、食品関連事業所などにおいて、児童・
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生徒の食物アレルギー有病率、各種の食中毒などの要

因について考察ができる。（思考・判断・表現） 

（思考・判断・表現） 

自らの研究成果を発表する能力を培うために「プレゼ

ンテーション技術演習」、「学術論文作成法」の科目

を配置する。 

 

指導対象者それぞれの身体状況やライフスタイル、さ

らに健康知識の理解度に適応した指導方法を判断し、

分かり易く説明できる。（思考・判断・表現） 

研究を遂行し、研究結果を論文にまとめて発表できる

能力を身につけている。（思考・判断・表現） 

（関心・意欲・態度） 

「健康栄養教育学分野」「食品安全学分野」の科目群

において、知識・技術とあわせて関心・意欲・態度を

醸成する内容をとりいれる。 

健康の基本である食品の安心・安全に対する社会の関

心を的確に把握することができる。（思考・判断・表

現） 

指導対象者それぞれの身体状況やライフスタイル、さ

らに健康知識の理解度に適応した指導方法を判断し、

分かり易く説明できる。（思考・判断・表現） 

北海道の地域住民が抱える生活習慣病、加齢に伴う健

康不安などの問題に関心をもつことができる。（関

心・意欲・態度） 

健康教育の高度専門職業人として、医療・福祉施設、

保健行政機関、教育機関等において地域の特性を踏ま

えた施策を提起する使命感をもっている。（関心・意

欲・態度） 

 

＜各学部・研究科において適切に教育課程を編成するための措置＞ 

 

（教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性） 

 本章の点検・評価項目②の「教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等」で記載した

通り、教育課程の編成・実施方針にしたがった教育課程となるよう各科目を配置している。 

 

（教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への配慮） 

 １年目前期に開講される専攻共通科目の「健康栄養科学特論」（必修）を通して、各専門

分野での柱となる専門科目の位置づけを習得させている。講義科目の大部分は１年目の前・

後期で修了し、２年目には特別研究（修士論文）に集中出来るように授業科目を体系的に配

置してある（資料：北海道文教大学大学院学則 別表 1）。また、研究科の履修体系を明確

にし、履修モデルを例示している。 

 

（授業時間の適切な設定） 

 講義・演習は 90分を一コマとして時間割に配置し、いずれも予習、および復習の時間を

十分に取れるよう考慮している。 

 

（単位制度の趣旨に沿った単位の設定） 

 講義及び演習は、一コマを 2時間として計算し、15回授業で 2単位として計算している。
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実験は、二コマを 3時間として計算し、二コマ 12回授業で 1単位として計算している。 

 

（個々の授業科目の内容及び方法） 

 個々の授業科目の内容および方法は、シラバスに記載されており、公表されている。 

 

（授業科目の位置づけ（必修、選択等）） 

 健康栄養科学の多様性に触れる目的で行う専攻共通科目の「健康栄養科学特論」と「公衆

衛生学」を必修とし、院生個々の技量によって履修の必要性が分かれる「プレゼンテーショ

ン技術演習」と「学術論文作成法」を選択科目としている。また、修士論文作成を目的とし

た特別研究の「健康栄養科学特別総合実験・演習」は、当然のことながら必修科目としてい

る。その他の科目については、履修モデルを示してあるが、院生本人の目指す専門性に柔軟

に対応する事に重点を置き、選択科目としてある。 

 

（各学位課程にふさわしい教育内容の設定） 

  ＜修士課程＞コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教育への配慮等 

 コースワークについては、通常、初年度の１年間で集中的に履修しながら、リサーチワー

クとしての科目を継続して履修し、１年目後期から２年目に、作成した構想と研究計画に従

いながら実質的な研究を行う。全体的に見れば、コースワークで基礎力を養い、リサーチワ

ークで実践力を培いながら、修士論文の研究を完成させる方式となっておりバランスの良

い履修ができるよう配慮している（資料： 2025大学院学生便覧）。 

 

＜学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の適切な実施＞ 

 健康栄養科学研究科では、健康栄養教育学分野と食品安全学分野を通じて、学生が必要な

能力を育成している。健康栄養教育学分野では、健康増進活動や健康栄養教育の研究を行い、

社会における健康教育の重要性を理解し、実践できる能力を養う。一方、食品安全学分野で

は、食品の品質や安全性、食品衛生に関する高度な専門性を習得し、食品業界や医療関連分

野での職業的な自立を支援している。 

この教育プログラムでは、専攻共通科目や専門科目を通じて、基礎から応用まで幅広い知

識を提供し、実践力を養っている。さらに、特別研究では修士論文を通して高度な専門性を

追求し、社会での実践に直結した能力を育成している。履修体系の明確化やコースワークの

バランス調整により、学生は基礎力と実践力の両面を兼ね備え、自立した社会人として活躍

できるよう支援される。健康栄養科学研究科の教育は、学生の社会的・職業的自立を促進す

るために必要な能力を総合的に育成する有効な教育プログラムを提供している。 

 

評価項目③ 

課程修了時に求められる学習成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっていること。
また、学生が学習を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行っていること。 

＜評価の視点＞ 

・授業形態、授業方法が学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学習成果及
び教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られているか。 

・ＩＣＴを利用した遠隔授業を提供する場合、自らの方針に沿って、適した授業科目に用い
られているか。また、効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られて
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いるか。 

・授業の目的が効果的に達成できるよう、学生の多様性を踏まえた対応や学生に対する適切
な指導等を行い、それによって学生が意欲的かつ効果的に学習できているか。 

※ 具体的な例 

・学習状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応。 

・単位の実質化（単位制度の趣旨に沿った学習内容、学習時間の確保）を図る措置。 

・シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学習を進め
るために十分な内容であるか。）。 

・授業の履修に関する指導、学習の進捗等の状況や学生の学習の理解度・達成度の
確認、授業外学習に資するフィードバック等の措置。 

＜各学部・研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うための

措置＞ 

大学の全学部及び全研究科においてシラバス中の「授業の方法」において、①プレゼンテ

ーションの方法、②授業形態、の他に③アクティブラーニングの取り入れの状況を記述する

ようになっている。また、2018 年度から既に「課題に対するフィードバックの方法」欄が

独立した項目となりフィードバックを学生に返すことにより学生が意欲をもてるように配

慮している。 

健康栄養科学研究科のカリキュラム・ポリシーに従って教育方法は以下のようになって

いる。専攻共通科目のうち「プレゼンテーション技術演習」と「学術論文作成法」は技能に

関する科目なので、演習の授業形態である。それ以外は知識を習得する科目なので、特論講

義となっている。専門基礎科目では同じ理由からすべてが特論講義となっている。 

専門科目の健康栄養教育学分野では、同じ学問領域における特論講義と特論演習が組み合

わせられている。また、食品安全学分野では同じ学問領域における特論講義と特論実験が組

み合わせられており、知識・技術を効率よく修得するように適切に配置されている（資料： 

2025大学院学生便覧）。 

履修科目登録の上限は設定していないが、履修モデルを提示し、30 単位修得するように

指導している（資料：2025大学院学生便覧）。募集人員が４名であり少人数のゼミ方式が主

となる（資料：健康栄養科学研究科 募集要項 2025）。したがって、発表と討論が重視され

るため必然的に大学院生の主体的参加の授業となっている。また、発表指導と討論を通し、

指導教員のみならず大学院担当教員全員が、大学院生との意見交換、および指導に係わる体

制を整えている。大学院生には 1、2年次共通の演習室に、各自専用の PCを備えた机を準備

した上、演習室中央に会議用机を配置し、院生同士が学年を超えてコミュニケーションを取

ることも可能となっている。 

健康栄養科学研究科においては、修士学位論文の研究指導は、1年次に指導教員承認のも

とで研究計画書（必要に応じて研究倫理審査委員会の承認を求める）を作成する。この研究

計画書をもとにして中間発表会、最終発表会に向けて研究指導が行われている（資料： 2025

大学院学生便覧）。なお、研究にあたっては、その性格上、時間割に示された授業時間以外

にも、研究の実施と研究指導が、大学院生および関係する大学院教員の密接な連絡の元に行

われている。 

 

評価項目④ 

成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っていること。 
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＜評価の視点＞ 

・成績評価及び単位認定を客観的かつ厳格で、公正、公平に実施しているか。 

・成績評価及び単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）を学生に
明示しているか。 

・既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等を適切に行っている
か。 

・学位授与における実施手続及び体制が明確であるか。 

・学位授与方針に則して、適切に学位を授与しているか。 

＜成績評価及び単位認定を適切に行うための措置＞ 

（単位制度の趣旨に基づく単位認定） 

 授業科目は、「講義」、「演習」、「実習・実技」に大別されており、１単位を修得するため

の時間は以下の表のようになっている。よって、いずれも１単位の授業科目に 45時間の学

修を標準とする大学設置基準の主旨に従っている。なお、本学では授業１回 90分を２時間

と計算する。２単位の講義形式の授業科目であれば 15 回で授業時間が 30 時間、したがっ

て自習時間は１回４時間×15回＝60時間が必要となると指導している。学生の予習・復習

時間を確保するため、シラバスには毎回の授業ごとに準備学習と事後学習の項目を設けて

学生が自習時間にするべきことをきめ細かく指示し、単位の実質化をはかっている。 

授業形態 授業時間 自習時間 計 

講義 15時間 30時間 

45時間 演習 30～15時間 15～30時間 

実習・実技 45～30時間 0～15時間 

 

（既修得単位の適切な認定） 

 本学の大学院学則第 7章第 29条 2項において、既修得単位についての取り扱いが記載さ

れており、それに則って運用することが定められている。 

 

（成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置） 

成績評価は本学の履修規程に基づき、各教員が事前にシラバス上で学生に公表した評価

方法によって成績評価と単位認定を行っている。全学において授業科目の成績評価は、

100点満点の60点以上を合格とし、ＡＡ(秀)（90点以上）、Ａ(優)（80点以上90点未

満）、Ｂ(良)（70点以上80点未満）、Ｃ(可)（60点以上70点未満）となっている。 

定期試験期間中、病欠、公欠等の理由で受験できなかった場合に追試験を課している。

また、評価の結果合格点には達していないが一定の条件を満たしている者をいったんＤＨ

(不可保留)とし、補習等を経て当該学期内に再評価をする制度が設けられている。なお、

ＤＨの後再評価の結果合格となった場合の成績評価はＣとなる。 

履修した科目の成績が合格となった場合は、定められた単位数を履修者に与えている。

なお、成績評価に疑義のある場合は、文書による疑義申し立てと担当教員からの文書によ

る回答をすることを制度化し、学生と教員が相互に成績評価の適正性を確認している。 

 

（卒業・修了要件の明示） 

 「修士課程において、2年以上在学し、専修分野（健康栄養教育学分野、食品安全学分野）

の一つを選択し、主要（柱）科目の講義 4単位、実験・実習 4単位（2年間に渡り履修）健
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康栄養科学特別総合実験・演習 8 単位（2 年間に渡り履修）、必修 2 科目（健康栄養科学特

論、公衆衛生学特論）4 単位を履修するとともに、その他の科目（実験・演習科目を除く）

を選択履修し、合計 30単位以上を履修しなければならない。」と明示されている（「大学院

健康栄養科学研究科履修について」）。 

 

＜学位授与を適切に行うための措置＞ 

（学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示） 

 審査基準は、以下の 5項目があり、「北海道文教大学大学院健康栄養科学研究科 修士論文

の審査体制と認定・評価基準に関する申合せ」の「Ⅱ 認定・評価基準」に詳細に記述され

ている。 

1) 研究の意義や目的を十分に理解して明確に記述されているか。 

2) 論文完成までの過程において、適切な研究方法を採用して具体的な分析・考察がなされ

ているか。 

3) 論文の構成が適切で、読みやすく記述されているか。 

4) 外国語文献や外国における調査が必要とされるテーマについては、その文献解読等に必

要となる外国語能力が十分なレベルに達しているか。 

5) 論文内容が、「健康栄養教育学分野」、あるいは「食品安全学分野」において、学術的意

義、新規性、創造性、応用的価値等を有しているか。 

 

（学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保するための措置） 

修士学位論文の審査は、研究科委員会に付託される。研究科委員会は研究科教員全員を審

査員とし、修士論文の審査及び最終試験（修士論文発表会）を行い、審査委員会には主査 1

名（指導教員以外の者）及び副査 1名を置くことにより、指導教員と学位論文審査主査を分

離して客観性・厳格性を確保する体制を整えている（資料：2025 大学院学生便覧 大学院

健康栄養科学研究科学位論文に関する取扱細則）。 

 

（学位授与に係る責任体制及び手続の明示） 

 健康栄養科学研究科における学位授与における審査は、「北海道文教大学大学院健康栄養

科学研究科学位論文に関する取扱細則」第 7 条に規定される審査委員会で実施されること

が明記されている（資料：2025 大学院学生便覧 北海道文教大学大学院健康栄養科学修士

論文の審査体制と認定・評価基準に関する申し合わせ） 

 学位論文審査は、学位論文作成要領に基づいたスケジュールで学位申請、論文提出及び最

終試験として公開発表会が実施される（資料：北海道文教大学大学院健康栄養科学研究科学

位論文作成要領）（資料：北海道文教大学大学院健康栄養科学研究科学位論文に関する取扱

細則 第 4条〜第 11条）。 

 

（適切な学位授与） 

学位論文提出資格は、「北海道文教大学大学院健康栄養科学研究科学位論文作成要項」第

2に示されており、提出された学位論文は、「大学院健康栄養科学研究科学位論文に関する

取扱細則」の「Ⅱ 評価基準」に基づき審査され合否が決定される。 
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評価項目⑤ 

学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価していること。 

＜評価の視点＞ 

・学習成果を把握・評価する目的や指標、方法等について考えを明確にしているか。 

・学習成果を把握・評価する指標や方法は、学位授与方針に定めた学習成果に照らして適切
なものか。 

・指標や方法を適切に用いて学習成果を把握・評価し、大学として設定する目的に応じた活
用を図っているか。 

＜各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定＞ 

 健康栄養科学研究科では、学習成果の評価法について学生便覧などを通じて学生に明示

している。なお、学生の学習成果を測定するための指標である GPA（Grade Point Average）

は、令和 6 年度において全学生が優以上に相当する 3.0 以上となっており、高い成果があ

がっている。 

 

＜評価方法と学位授与方針＞ 

 評価方法は学位授与方針で求める学習成果と合致するものといえる。なお、学生の自己評

価、修了時の評価を調査した「修士課程教育修了時アンケート」も実施しており、その結果

に基づく改善も計画している。 

 

評価項目⑥ 

教育課程及びその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り
組んでいること。 

＜評価の視点＞ 

・教育課程及びその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、
周期等を明確にしているか。 

・課程修了時に求められる学習成果の測定・評価結果や授業内外における学生の学習状況、
資格試験の取得状況、進路状況等の情報を活用するなど、適切な情報に基づいているか。 

・外部の視点や学生の意見を取り入れるなど、自己点検・評価の客観性を高めるための工夫
を行っているか。 

・自己点検・評価の結果を活用し、教育課程及びその内容、教育方法の改善・向上に取り組
んでいるか。 

＜適切な根拠 (資料、情報) に基づく点検・評価＞ 

教育課程及びその内容、方法の適切性は研究科委員会で検討される。 

健康栄養科学研究科は、本研究科設置の趣旨に基づいて編成・申請した設置計画に従い、

既に平成 28年度に完成年度を終えることができた。教育目標、学位授与方針及び教育課程

の編成・実施方針（新規科目設定、専門分野、大学院担当教員の審査基準など）の適切性に

ついて、大学院担当教員、院生及び他研究科の意見を随時求め、研究科委員会で検証してい

る。 

 

＜点検・評価結果に基づく改善・向上＞ 

健康栄養科学研究科では、教育成果の検証の場を修士論文の中間発表会及び最終報告会

と考えている。両報告会では、学内の全教員、学生だけでなく、学外にも公開することとし

ている。ここで、疑問点、問題点などの指摘やコメントを受けることにより、修士論文に反
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映させる。このことによって学生、教員が教育成果の検証、教育課程や教育内容・方法の改

善に効果を上げると考えている。 

 

２．分析を踏まえた長所と問題点 

「長所」 

科目設定とその内容は健康栄養科学専攻の教育研究理念と目的を達成するうえで十分な

ものといえる。また、これまでの修了生・在学生の人数も比較的少ないため、少人数での利

点を活かした丁寧できめの細かい指導が達成できている。学位論文の研究については、プレ

ゼンテーション技術演習や中間発表会実施により、内容を深化させるとともに、多くの学生

が学会等での発表での経験を通じて自身の研究の立ち位置などを把握できる機会を得てい

る。 

 

「問題点」 

これまでの大学院生の多くが社会人学生であり、より実践的な研究を行うことができて

いるが、一方で、学部卒業生の進学は少なく、卒業研究の結果を活かした研究ができてい

ないケースの多いことが問題といえる。また、これまでの学生のほとんどが健康栄養教育

学分野を専攻しており、食品安全学分野の教育内容については再考する必要がある。 

 

３．改善・発展方策と全体のまとめ 

健康栄養科学研究科のカリキュラムポリシーとディプロマ・ポリシーはバランスのとれ

たものと考えるが、その運用については、社会人や留学生を始めとして様々な背景を持った

学生の修学内容の充実を図るため、今後はより柔軟に対応していく必要がある。また、学内

教員だけでなく、学外人材による講義（公開シンポジウム）なども検討することで、より開

かれた大学院教育の展開も求められる。 
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第５章 学生の受け入れ（基本情報一覧） 

 

入学試験要項 

学部・研究科等の名称 URL・印刷物の名称 

健康栄養科学研究科 

北海道文教大学大学院 募集要項 2026 

https://www.do-bunkyodai.ac.jp/wp-

content/uploads/2025/08/b815dc03b05d7fe97cd9b7c0e8e60169.pdf 

備考： 

 

入学者選抜に係る規程 

規程名称 URL・印刷物の名称 

北海道文教大学

入試センター規

程 

https://old.do-bunkyodai.ac.jp/inside/official_regulations/wp-

content/uploads/2024/12/R061113_%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%96%87%E6%95%99%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf 

備考： 
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第５章 学生の受け入れ（本文）      
１．現状分析 

評価項目① 

学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、
入学者選抜を公平、公正に実施していること。 

＜評価の視点＞ 

・学生の受け入れ方針は、少なくとも学位課程ごと（学士課程・修士課程・博士課程・専門
職学位課程）に設定しているか。 

・学生の受け入れ方針は、入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像や、入学希望
者に求める水準等の判定方法を志願者等に理解しやすく示しているか。 

・学生の受け入れ方針に沿い、適切な体制・仕組みを構築して入学者選抜を公平、公正に実
施しているか。 

・入学者選抜にあたり特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みを整備しているか。 

・すべての志願者に対して分かりやすく情報提供しているか。 

＜アドミッション・ポリシー＞ 

各研究科のアドミッション・ポリシーは大学院ホームページ及び「募集要項」で公表し、１.

教育目的または、教育研究上の理念と目的 ２．アドミッション・ポリシーを明記している。

なお、障がいのある学生の受け入れについては、基本的に大学全体と同じである。 

 

健康栄養科学研究科アドミッション・ポリシー（求める学生像） 

健康栄養科学研究科は、食品の安全管理に関する高度な専門知識と研究技術を習得する意

欲のある学生、または病院・保健センターなど健康教育の最前線や栄養士養成系大学の教育

者・研究者として必要な知識・技術を習得する意欲のある次のような学生を受け入れます。 

 

（知識・技能） 

・大学で習得した健康栄養科学に関する十分な基礎学力を有している人。 

 

（思考・判断・表現） 

・研究計画について論理的に考察・整理し、分かり易く伝えることができる人。 

 

（関心・意欲・態度） 

・行政、学校、病院各施設等において健康教育指導、給食等食事提供における食品の安全管 

理的な知識・技術を身につけたい人。 

・食品産業において、研究開発に従事し、消費者の立場で食品の品質や安全管理などを判断

し、解決できる実践的な知識・技術を身につけたい人。 

・栄養士養成系大学の教育者・研究者、特に実験・実習の指導ができる知識・技術を身につ

けたい人。 

 

健康栄養科学研究科におけるアドミッション・ポリシーは以下の表のように、カリキュラ

ム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーに対応しており整合している。 

学生の受け入れ方針 

(アドミッション・ポリシー） 

教育課程の編成・実施方針 

(カリキュラム・ポリシー) 

学位授与方針 

(ディプロマ・ポリシー） 
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１．行政、学校、病院各施設等

において健康教育指導、給食等

食事提供における食品の安全管

理的な知識・技術を身につけた

い人。 

（知識・技能） 

2) 「健康栄養教育学分野」では、

健康増進、QOL の向上のため、食

と栄養を乳幼児から高齢者まで

の人間生活全体としてとらえ、身

体活動・運動、健康体力とメンタ

ルヘルス、栄養管理・指導方法の

健康栄養教育学の総合的な指導・

研究に係わる科目を配置し、知

識・技術を養う。 

3)「食品安全学分野」では、食品

成分や食物アレルギーなどの特

徴やその機能性を把握し、それら

に対する人体の応答・代謝を研究

し、食の安全性評価法、食品分析

技術、食品衛生指導法などの総合

的な指導・研究に係わる科目を配

置し、知識・技術を養う。 

（思考・判断・表現） 

自らの研究成果を発表する能力

を培うために「プレゼンテーショ

ン技術演習」、「学術論文作成法」

の科目を配置する。 

健康栄養教育に必要な健康政策

や医療制度の知識、地域住民の

心身の健康度評価法、および社

会調査法などの専門性の能力を

身につけている。（知識・技

能） 

食の安全確保に必要な仕組み、原

因物質検査法、科学的評価・リス

ク管理を実践するための知識、食

品衛生の国際標準などの専門性

の能力を身につけている。（知識・

技能） 

食の安全に関する高度な専門知

識と研究技術を習得し、高度な社

会システムや産業構造に対応で

きる能力を身につけている。（知

識・技能） 

食の安全に関する知識を駆使し

て、学校給食などの食事提供事業

所、食品関連事業所などにおい

て、児童・生徒の食物アレルギー

有病率、各種の食中毒などの要因

について考察ができる。（思考・

判断・表現） 

指導対象者それぞれの身体状況

やライフスタイル、さらに健康知

識の理解度に適応した指導方法

を判断し、分かり易く説明でき

る。（思考・判断・表現） 

研究を遂行し、研究結果を論文に

まとめて発表できる能力を身に

つけている。（思考・判断・表現） 

 ２．食品産業において、研究

開発に従事し、消費者の立場で

食品の品質や安全管理をなどを

判断し、解決できる実践的な知

識・技術を身につけたい人。 

（知識・技能） 

1) 研究科共通で健康栄養科学の

多様性（栄養学、健康体力科学、

食品衛生学、生化学・分子生物学

など）に触れる目的で、「健康栄

養科学特論」、「公衆衛生学」を

配置する。 

健康栄養教育に必要な健康政策

や医療制度の知識、地域住民の

心身の健康度評価法、および社

会調査法などの専門性の能力を

身につけている。（知識・技

能） 

食の安全確保に必要な仕組み、

原因物質検査法、科学的評価・
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3)「食品安全学分野」では、食品

成分や食物アレルギーなどの特

徴やその機能性を把握し、それら

に対する人体の応答・代謝を研究

し、食の安全性評価法、食品分析

技術、食品衛生指導法などの総合

的な指導・研究に係わる科目を配

置し、知識・技術を養う。 

（思考・判断・表現） 

自らの研究成果を発表する能力

を培うために「プレゼンテーショ

ン技術演習」、「学術論文作成法」

の科目を配置する。 

（関心・意欲・態度） 

「健康栄養教育学分野」「食品安

全学分野」の科目群において、知

識・技術とあわせて関心・意欲・

態度を醸成する内容をとりいれ

る。 

リスク管理を実践するための知

識、食品衛生の国際標準などの

専門性の能力を身につけてい

る。（知識・技能） 

食の安全に関する高度な専門知

識と研究技術を習得し、高度な

社会システムや産業構造に対応

できる能力を身につけている。

（知識・技能） 

食の安全に関する知識を駆使し

て、学校給食などの食事提供事

業所、食品関連事業所などにお

いて、児童・生徒の食物アレル

ギー有病率、各種の食中毒など

の要因について考察ができる。

（思考・判断・表現） 

指導対象者それぞれの身体状況

やライフスタイル、さらに健康

知識の理解度に適応した指導方

法を判断し、分かり易く説明で

きる。（思考・判断・表現） 

研究を遂行し、研究結果を論文

にまとめて発表できる能力を身

につけている。（思考・判断・

表現） 

健康の基本である食品の安心・

安全に対する社会の関心を的確

に把握することができる。（思

考・判断・表現） 

指導対象者それぞれの身体状況

やライフスタイル、さらに健康

知識の理解度に適応した指導方

法を判断し、分かり易く説明で

きる。（思考・判断・表現） 

北海道の地域住民が抱える生活

習慣病、加齢に伴う健康不安な

どの問題に関心をもつことがで

きる。（関心・意欲・態度） 

健康教育の高度専門職業人とし

て、医療・福祉施設、保健行政
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機関、教育機関等において地域

の特性を踏まえた施策を提起す

る使命感をもっている。（関

心・意欲・態度） 

 ３．栄養士養成系大学の教育

者・研究者、特に実験・実習の

指導ができる知識・技術を身に

つけたい人。 

（知識・技能） 

1) 研究科共通で健康栄養科学の

多様性（栄養学、健康体力科学、

食品衛生学、生化学・分子生物学

など）に触れる目的で、「健康栄

養科学特論」、「公衆衛生学」を

配置する。 

2)「健康栄養教育学分野」では、

健康増進、QOL の向上のため、食

と栄養を乳幼児から高齢者まで

の人間生活全体としてとらえ、身

体活動・運動、健康体力とメンタ

ルヘルス、栄養管理・指導方法の

健康栄養教育学の総合的な指導・

研究に係わる科目を配置し、知

識・技術を養う。 

3)「食品安全学分野」では、食品

成分や食物アレルギーなどの特

徴やその機能性を把握し、それら

に対する人体の応答・代謝を研究

し、食の安全性評価法、食品分析

技術、食品衛生指導法などの総合

的な指導・研究に係わる科目を配

置し、知識・技術を養う。 

（思考・判断・表現） 

自らの研究成果を発表する能力

を培うために「プレゼンテーショ

ン技術演習」、「学術論文作成法」

の科目を配置する。 

（関心・意欲・態度） 

「健康栄養教育学分野」「食品安

全学分野」の科目群において、知

識・技術とあわせて関心・意欲・

態度を醸成する内容をとりいれ

る。 

健康栄養教育に必要な健康政策

や医療制度の知識、地域住民の心

身の健康度評価法、および社会調

査法などの専門性の能力を身に

つけている。（知識・技能） 

食の安全確保に必要な仕組み、原

因物質検査法、科学的評価・リス

ク管理を実践するための知識、食

品衛生の国際標準などの専門性

の能力を身につけている。（知識・

技能） 

食の安全に関する高度な専門知

識と研究技術を習得し、高度な社

会システムや産業構造に対応で

きる能力を身につけている。（知

識・技能） 

健康の基本である食品の安心・安

全に対する社会の関心を的確に

把握することができる。（思考・

判断・表現） 

食の安全に関する知識を駆使し

て、学校給食などの食事提供事業

所、食品関連事業所などにおい

て、児童・生徒の食物アレルギー

有病率、各種の食中毒などの要因

について考察ができる。（思考・

判断・表現） 

指導対象者それぞれの身体状況

やライフスタイル、さらに健康知

識の理解度に適応した指導方法

を判断し、分かり易く説明でき

る。（思考・判断・表現） 

研究を遂行し、研究結果を論文に

まとめて発表できる能力を身に

つけている。（思考・判断・表現） 
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北海道の地域住民が抱える生活

習慣病、加齢に伴う健康不安など

の問題に関心をもつことができ

る。（関心・意欲・態度） 

健康教育の高度専門職業人とし

て、医療・福祉施設、保健行政機

関、教育機関等において地域の特

性を踏まえた施策を提起する使

命感をもっている。（関心・意欲・

態度） 

 

＜学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ方       

針の適切な設定及び公表＞ 

 志願者の募集は、研究科の理念と教育目的、アドミッション・ポリシー、カリキュラム、

募集要項を盛り込んだ「募集要項」リーフレットの公表配布及びホームページで公開してい

る。 

＜下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定＞ 

（学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像） 

 北海道文教大学大学院学則第 25 条に入学資格、および第 27 条に選考方法について定め

てあり、アドミッション・ポリシーで、求める人物像について公開している。 

 

（入学希望者に求める水準等の判定方法） 

 入学者選抜に当たっては、出願前に入学後の研究等について志望する専門分野の教員と

研究計画、出願資格の有無、実務経験等について十分な相談を行う機会を設けている。選抜

方法は、本研究科に教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えた人材を合理的に判断す

るために、「一般選抜」は専門科目の 1科目と英語の筆記試験、及び面接を含む口頭試問に

より実施し、各々の試験に評点基準を設定している。また、「社会人選抜」は「一般選抜」

と同様の方法で実施する。なお、受験者には入学願書に志望理由書、研究計画書等を書類添

付させることとして、これらの出願書類を基に面接を含む口頭試問を実施し、総合的に判断

している。 

 

評価項目② 

適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正
に管理していること。 

＜評価の視点＞ 

・学士課程全体及び各学部・学科並びに各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数を適正に維
持し、大幅な定員超過や定員未充足の場合には対策をとっているか。 

＜入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理＞ 

大学院健康栄養科学研究科は、2014 年に設置、既に 9 回の入試を実施している。入学定

員 4名、収容定員 8名のこれも極めて小規模の修士課程である。なお、各研究科過去 4年の

入学者及び入学定員に対する比率は下表のとおりである。 
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（大学院研究科入学定員に対する入学者比率（過去 5年間平均）） 

研究科 
入学 

定員 

   入学者数  入学 

者数 

入 学 比

率 

平均値 

2021 2022 2023 2024 2025 

健康栄養科学研究科 4 2 1 4 1 1 9 0.45 

健康栄養科学研究科は、初年度の入学比率が 1.75であったが、その後の入学者は非常に

減少し、収容定員は 0.45と充足されていない。定員確保のため、募集に研究科はもちろん

学科教員のより一層の努力が求められる。 

また、大学院の収容定員に対する 2025年度の在籍比率は、以下のとおりである。 

 

（2025年度大学院の在籍学生数と収容定員に対する在籍学生比率（2025.5.1日現在）） 

研究科 
収容定員 

（Ａ） 

年次別在籍学生数 在籍学生数 

（Ｂ） 

在籍学生比率 

Ｂ/Ａ １年次 ２年次 

健康栄養科学研究科 8 1 3 4 0.5 

健康栄養科学研究科の在籍学生比率は 0.5 と収容定員未充足であり、安定した学生募集

を維持継続するように是正が求められる。なお、大学院においても入試委員会において入学

試験体制について客観的に検証されている。 

 

評価項目③  

学生の受け入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組んでいる
こと。 

＜評価の視点＞ 

・学生の受け入れに関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果が上
がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して、学生の受け入れに関わる事項の改善・向上に取り組み、効
果的な取り組みへとつなげているか。 

＜学生の受け入れに関する取り組み：内部進学学生＞ 

 健康栄養科学研究科は定員を充足しておらず、学生の積極的な確保が最も重要な課題と

なっている。特に内部進学生がこれまで在学したことはなく社会人学生のみであった。そこ

で学部学生の積極的な受け入れのための方策として、在学生（１，２，３，４年生）に対す

る年２回のガイダンス、個別の学生に対する面談などを通じて内部進学生の確保の努力を

行っている。その結果、2026 年度に１名の内部進学生を確保することができた。また、学

部学生についても大学院進学希望者があり、今後内部進学生の増加が期待できる。 

 

＜学生の受け入れに関する取り組み：社会人学生・留学生＞ 

 所属教員の研究内容・業績のホームページを通じた積極的な開示や教員の研究力向上に

よる外部からの進学者確保なども実施している。 

 

２．分析を踏まえた長所と問題点 

「長所」 

健康栄養科学研究科におけるアドミッション・ポリシーの内容や求める学生像は、研究科
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（専攻）の理念に良く合致したものである。入学生が学位を得た場合には“食”に関連する

分野での活躍が大いに期待できる。また、社会人学生にも考慮して修学期間を２年に限定し

ていない点も特色であり、柔軟性のある受け入れ方法といえる。 

 

「問題点」 

最大の問題点は入学者数の定員割れである。これについては、教員の研究内容の周知不足、

入学手続きの方法、学部生に対する動機付け不足など様々な要因が想定される。また、研究

成果を論文化していくプロセスがまだ機能していない点も問題と考えられる。 

 

３．改善・発展方策と全体のまとめ 

学生の受け入れに関する制度設計などについては大きな問題はないが、制度を積極的に

活用して有能で向上心に優れた学生をできるだけ多く受け入れる努力が求められる。イン

ターネットを活用した教員の研究内容の積極的な開示を行い、同時に所属教員の研究力の

向上も促す必要がある。そのためには、これまで以上に教員や大学院生間での連携、共同研

究、外部との積極的な交流が重要となる。入学手続きについても他研究科とできるだけ足並

みをそろえた形での簡素化・電子化が今後求められる。また、卒論研究と連動した大学院で

の研究の連続性を担保することにより、内部進学生をより多く受け入れる体制を構築する

ことが必要である。 
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第６章 教員・教員組織（基本情報一覧） 
 

大学として求める教員像を示した資料・教員組織の編制方針 

資料名称 URL・印刷物の名称 

北海道文教大学及び北海道文

教大学大学院教育職員任用規

定 

https://old.do-bunkyodai.ac.jp/inside/official_regulations/wp-

content/uploads/2023/03/ 

%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%96%87%E6%95%99%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8F% 

8A%E3%81%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E6%95%99%E8%82%B2%E8%81%B7%E5%93 

%A1%E4%BB%BB%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%A8%8BH280401.pdf 

備考： 

 

個別教員の教育課程の編成その他の学部の運営への参画状況、主要授業科目の担当有無・担当科目単位数に関する情報 

資料名称 URL・印刷物の名称 

北海道文教大学大学院学生便

覧 

https://www.do-bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/handbook_graduate-2025-

4.pdf 

2025 年度 大学院シラバス https://www.do-

bunkyodai.ac.jp/campus_life/campus_life/syllabus/2025_graduate_syllabus 

備考： 

 

［修士課程］ 

研究科等名称 総数 教授数 
研究指導教

員数 

研究指導補助

教員数 
根拠となる資料 

健康栄養科学研究科修士課

程 

12 8 12 0 大学基礎データ（表１） 

     

     

備考： 

※関係法令：大学院設置基準第９条第１項 

 
授業担当教員と指導補助者の責任関係や、指導補助者が担う役割を定めた規程 

資料名称 URL・印刷物の名称 

北海道文教大学大学院ティー

チング・アシスタント規程 

https://www.do-bunkyodai.ac.jp/campuslife/pdf/regulation-56_202405.pdf 

備考： 

 

教員の募集、採用及び昇任に関する規程 

規程名称 URL・印刷物の名称 

北海道文教大学及び北海道文

教大学大学院教育職員任用規

定 

https://old.do-bunkyodai.ac.jp/inside/official_regulations/wp-

content/uploads/2023/03/ 

%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%96%87%E6%95%99%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8F% 

8A%E3%81%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E6%95%99%E8%82%B2%E8%81%B7%E5%93 

%A1%E4%BB%BB%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%A8%8BH280401.pdf 

備考： 
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第６章 教員・教員組織（本文）      
１．現状分析 

評価項目① 

教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を安定的にかつ十全に展開できる教員
組織を編制し、学習成果の達成につながる教育の実現や大学として目指す研究上の成果につ
なげていること。 

＜評価の視点＞ 

・大学として求める教員像や教員組織の編制方針に基づき、教員組織を編制しているか。 

※具体的な例 

・教員が担う責任の明確性。 

・法令で必要とされる数の充足。 

・科目適合性を含め、学習成果の達成につながる教育や研究等の実施に適った教員
構成。 

・各教員の担当授業科目、担当授業時間の適切な把握・管理。 

・複数学部等の基幹教員を兼ねる者について、業務状況や教育効果の面での適切性。 

・クロスアポイントメントなどによって、他大学又は企業等の人材を教員として任用する場
合は、教員の業務範囲を明確に定め、また、業務状況を適切に把握しているか。 

・教員は職員と役割分担し、それぞれの責任を明確にしながら協働・連携することで、組織
的かつ効果的な教育研究活動を実現しているか。 

・授業において指導補助者に補助又は授業の一部を担当させる場合、あらかじめ責任関係や
役割を規程等に定め、明確な指導計画のもとで適任者にそれを行わせているか。 

＜教員組織＞ 

 健康栄養科学研究科の教員は、健康栄養学科教員を併任しており、その研究内容は健康栄

養科学研究科の教育・研究内容と一致している。 

 

＜担当科目＞ 

授業担当科目数については各教員が健康栄養学科で担当している科目数を勘案しながら

決定している。また、必要に応じてオムニバス形式の科目も設定し、各教員の特性を活かし

た授業内容としている。 

 

＜指導教員＞ 

 学生の指導教員に対しては、他の研究科教員がサポートする体制を整えており、学生の教

育研究活動に支障がないような配慮をしている。 

 

評価項目② 

教員の募集、採用、昇任等を適切に行っていること。 

＜評価の視点＞ 

・教員の募集、採用、昇任等に関わる明確な基準及び手続に沿い、公正性に配慮しながら人
事を行っているか。 

・年齢構成に著しい偏りが生じないように人事を行っているか。また、性別など教員の多様
性に配慮しているか。 

＜教員の採用＞ 

 上述のように、健康栄養科学研究科の教員は、健康栄養学科教員を併任している。したが

って、健康栄養学科教員の採用の際には研究科を担当することも勘案して実施している。 
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＜担当科目＞ 

 教員の採用に当たっては、年齢構成や性別に偏りがないような配慮を行っている。 

 

評価項目③ 

教育研究活動等の改善・向上、活性化につながる取り組みを組織的かつ多面的に実施し、教
員の資質向上につなげていること。 

＜評価の視点＞ 

・教員の教育能力の向上、教育課程や授業方法の開発及び改善につなげる組織的な取り組み
を行い、成果を得ているか。 

・教員の研究活動や社会貢献等の諸活動の活性化や資質向上を図るために、組織的な取り組
みを行い、成果を得ているか。 

・大学としての考えに応じて教員の業績を評価する仕組みを導入し、教育活動、研究活動等
の活性化を図ることに寄与しているか。 

・教員以外が指導補助者となって教育に関わる場合、必要な研修を行い、授業の運営等が適
切になされるよう図っているか。 

＜ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動の組織的な実施＞ 

 教員の教育能力向上のために、大学全体のファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）へ

の参加を推奨するとともに、健康栄養科学研究科独自の FD研修会も実施している。 

 

＜教員の研究活動＞ 

 教員同士による共同研究について、例えば、企業との連携も含めた取り組みを研究科の中

で推進し、研究活動の活性化を図っている。 

 

評価項目④  

教員組織に関わる事項を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 

・教員組織に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果が上がって
いる取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して、教員組織に関わる事項の改善・向上に取り組み、効果的な
取り組みへとつなげているか。 

教員組織は学部（健康栄養学科）と重複しており、研究科単独で検討する形態とはなって

いない。 

 

２．分析を踏まえた長所と問題点 

上述のように、健康栄養科学研究科のほとんどの教員は健康栄養学科教員を併任してい

る。健康栄養学科の教員の一部（実務家教員）は大学院担当ではないが、大学院教育のサポ

ートも行っており、より実学に近い研究が実施しやすい環境となっている。 

 

３．改善・発展方策と全体のまとめ 

一方、健康栄養科学研究科のほとんどの教員が健康栄養学科教員を併任しているにもか

かわらず、大学院への内部進学者は 2026年度１名以外いなかった。大学院の充実のために

も学部教育から継続した大学院教育が今後求められる。 


